
【一般ガス事業者の料金改定状況（平成２４年４月時点）】

ガス 　　料　　金 　　前　　回
上段：税込
下段：税抜

上段：税込
下段：税抜      料金改定状況

事業者名 標準熱量 グル 　認可・届出 　認可・届出 Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ 改定率

(MJ/m3) ープ 　　年月日 　　年月日 Ｄ Ｅ Ｄ Ｅ Ｄ Ｅ    （％）

 0～25  25～250 250～500 724.50 1,890.00 2,625.00 192.15 145.53 142.59

 500～ 7,560.00  132.72

中 部 瓦 斯 ㈱ 46.04655 13A  0～22  22～227 227～ 861.00 1,068.90 2,093.70 215.30 205.85 201.33 76,370 227.30 ▲0.61

 0～25  25～250 250～500 752.85 1,742.58 3,360.00 215.10 175.51 169.05

 500～ 8,820.00 158.13

津 島 瓦 斯 ㈱ 46.04655 13A  0～24  24～204 204～ 836.85 1,344.00 3,937.50 204.51 183.85 171.18 60,350 211.91 ▲0.20

 0～20  20～70  70～200
745.50
(710.00)

1,044.75
(995.00)

1,296.75
(1,235.00)

208.5720
(198.64)

193.6095
(184.39)

190.0080
(180.96)

200～500 500～
2,703.75
(2,575.00)

6,720.00
(6,400.00)

182.9730
(174.26)

174.9405
(166.61)

名張近鉄ガス㈱ 46.04655 13A  0～25  25～254 254～ 747.60 1,344.00 5,382.30 162.96 139.10 123.21 40,660 157.43 ▲1.42

大 垣 ガ ス ㈱ 46.04655 13A  0～20  20～200 200～ 702.00 1,613.00 7,383.00 223.35 178.75 150.57 66,450 205.04 ▲1.00

　注１．この料金は、認可又は届出のあったものであり、その後における原料費調整制度の適用による調整は含まない。

　　 ２．「料金認可・届出年月日」欄の※は届出年月日である。

　 　３．適用区分、基本料金、基準単位料金の各欄のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは、供給約款料金表Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅを示す。

　　 ４．適用区分等のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの各欄の見方は、例えば「Ｂ　25～500」「Ｃ　500～」とあるのは、それぞれ「Ｂ　25超～500以下」、「Ｃ　500超」を表す。

http://www.chubu.meti.go.jp/h-seisaku/gas-ryoukin-koukai.htm

 

※ H24.1.19

※ H20.2.14

H18.3.20

※ H18.10.20

※ H20.3.6

※ H19.11.16

13A

13A

13A

H21.12.16

※ H20.5.21

※ H20.10.31

H20.12.19

※ H20.9.3

※富山県、石川県の一般ガス事業者の料金改定状況は
こちらをご覧下さい↓

※ H20.1.18

※ H16.11.19

東 邦 瓦 斯 ㈱

犬 山 瓦 斯 ㈱

上野都市ガス㈱

46.04655

46.04655

46.04655

※ H24.3.2

適用区分(m3)

　　ガス料金＝基本料金＋（基準単位料金＋原料費調整制度の適用による調整額）×ガス使用量

　ガス料金(税込)は、各社のガス供給約款をもとに以下の式で算出して下さい。

基準単位料金(円/m3)基本料金(円)

　なお、上野都市ガス㈱のガス料金（税込）は、税抜料金を計算し、消費税等相当額を加算します。

 基準平
均原料
価格

供給約款平均
(税抜)

(46.04655MJ換算)

54,370

63,040

186.48

209.26

211.70

▲1.25

▲0.10

▲1.32

66,890
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